
 

 

指定管理者候補者の選定結果について 

中央区健康福祉課所管の老人憩の家沼垂荘について、施設の設置目的を効果的に達成するものとして、

以下のとおり指定管理者候補者を選定しました。 

 

施設名 新潟市老人憩の家沼垂荘 区分 非公募 

所在地 新潟市中央区沼垂東４丁目８番３６号 

施設の概要 

新潟市老人憩の家沼垂荘は、高齢者の健康を保持し、その福祉の増進を図るた

めに設置された施設である。施設には、大ホールや浴室等が設置され、地域にお

ける高齢者の教養の向上、レクリエーション等自主的な活動の場となっている。 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員 高橋 直人  (中央区社会福祉協議会 事務局長） 

委員 髙橋 浩  （公認会計士） 

委員 中村 健  （国立大学法人新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 准教授） 

委員 米倉 正樹 （中央区自治協議会 第２部会 部会長） 

指定管理者 

（候補者） 

団 体 名 沼垂小学校区コミュニティ協議会 

代 表 者 会長 関本 竜一 

住 所 新潟市中央区鏡が岡５番５号 

指定期間（予定） 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日 

選定理由 

選定にあたっては、評価会議において、応募者から提出を受けた事業計画書等

について、施設の平等利用が確保されること、施設の効用が最大限に発揮され管

理経費の縮減が図られること、事業計画に沿った管理を安定して行う能力がある

ことを選定基準に評価を行った。その後、評価会議における各委員からの意見と

評価結果を参考に総合的に検討した結果、上記の候補者が最適であると判断し選

定した。 

なお、候補者選定の参考とした評価会議における評価結果は、別表のとおりで

ある。 

スケジュール 

評価会議（第１回）  令和６年７月４日   選定関係書類の事前確認等 

評価会議（第２回）  令和６年９月３０日  申請者提出書類の評価 

※選定した候補者が１１月２０日付けで辞退。 

指定申請書等の受付  令和６年１２月１日～１２月２０日 

評価会議（第３回）  令和６年１２月２６日 申請者提出書類の評価 

所管部署 

(問い合わせ先) 

中央区 健康福祉課 地域福祉・高齢介護グループ 

ＴＥＬ：０２５－２２３－７２２１（直通） 

E-mail：kenko.c@city.niigata.lg.jp 
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【参考】現指定管理期間の評価（令和２年４月～令和７年３月） 

施設名 指定管理者 総評 

沼垂荘 

新潟市中央区老人クラ

ブ連合会沼垂地区協議

会 

施設の利用促進を図るため、大ホールの活用事業を実施し、自主

グループや地域の活動に寄与。高齢者の生きがい向上及び地域の

活性化に取り組んだ点は高く評価できる。 

また、管理人の接遇が利用者の高い評価を得ているほか、利用者

からの要望・相談へ柔軟に対応を行っている点も評価できる。 

 

 

【別表】評価結果 

評価項目 評価の視点 候補者 

○施設の平等利用の確保 

指定管理者制度導入 

指針の観点 

地域に密着している施設のため自治振興及び施設運営の効率

性の観点から管理運営を担うのに適当な団体であるか。 
適 

管理運営の基本方針 施設の設置目的を十分に理解した基本方針となっているか。 適 

地域への奉仕性 
地域への奉仕性の観点から施設の管理運営を担うのに適当な

団体であるか。 適 

施設の管理方法 

・施設の管理計画が適正かつ的確であるか。 

・施設を適正に管理運営できる組織・人員体制であるか。 

・労働関係法令等に抵触することのない雇用・労働条件となっ

ているか。 

適 

○施設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減が図られる 

事業実施 
施設の設置目的の達成や利用促進、多世代交流を図るための事

業の実施が計画されているか。 
適 

利用者への配慮 
地元施設として、利用者が快適に施設を利用できるよう十分な

配慮がなされているか。 
適 

要望や苦情に対する 

対応 

要望や苦情を受けるための体制が整備され、要望等に適切に対

応できるか。 
適 

予算の執行体制 適正な予算執行ができるか。経費削減に努めているか。 適 

利用料金に対する 

考え方 

利用料金を徴収・管理・活用することに対する考え方が適切で

あるか。 
適 

○事業計画に沿った管理を安定して行う能力 

事故防止や緊急時の対

応 

事故防止に努める計画が示されているか。また、緊急時の対応

が整備されているか。 
適 

個人情報の管理体制 個人情報の保護に対して高い意識を持ち、適切な取り扱いを行

えるか。  
適 

賃金スライドの反映方

法 

賃金水準スライドにより算出された指定管理料を、施設従業員

にどのように還元していくか。 
適 

地元経済振興及び雇用

確保の取組み 

新潟市民の雇用確保にどのように取り組むか、再委託や物品調

達において、市内の中小企業への発注・活用にどのように取り

組むか。 
適 

総合評価 適 

 



 

老人憩の家沼垂荘 指定管理者事業計画等総括表 

 

項目 概要 

１．基本方針 

・地域の高齢者の健康を保持し，その福祉の増進を図る。 

・新潟市老人憩の家の利用者が，平等利用ができるよう努める。 

・新潟市老人憩の家を事業計画に沿って適正に管理を行ない，地域との交流を図る。 

２．職員（管理人）の配置 
・全日勤務者（週40時間勤務）1名  ・半日勤務者（週20時間勤務）1名 

※午前8時 45分～午後4時 45分まで、休憩等を調整して勤務 

３．日常業務 

(1)施設の維持管理に関する業務 

①開錠・施錠（夜間は機械警備）等の管理  ②建物、設備及び備品の維持管理  ③室内及び敷地内の整理整頓、清掃、安全点検 

(2)施設の運営に関する業務 

①利用の許可  ②利用者サービス（利用案内・適正利用の指導等）  ③利用許可の取消し等  ④各種消耗品の管理   

⑤浴室等の給湯、ボイラー運転  ⑥浴室の衛生管理  ⑦利用日誌等の作成 

４．各種事業実施に関する

業務 
沼垂保育園、沼垂幼稚園の年長組園児との交流会 

５．月間業務 

・1か月分の日誌、老人憩の家利用状況調べ、公衆浴場自主管理点検票及び利用料金の日別整理簿（写し）等を月報として提出 

・3か月に1度、予算執行状況を報告  

・屋内外の安全点検 

６．年間業務 会計年度終了後、速やかに事業報告書、収支決算書及び入浴利用料金の支出内訳表・年間管理表を年報として提出 

７．管理運営委員会 年1回開催   ※問題が生じた場合は適宜開催 

８．利用時間・休所日 

・利用時間 午前9時 00分から午後4時 30分まで  

・休所日   ①毎週月曜日 ②国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日も） ③1月 2日～3日 

      ④8月 13日～15日 ⑤12月 29日～31日 

９．入浴時間及び洗髪に 

ついて 

(1)入浴時間  

午前 11時 00分～午後3時 00分 

※ただし、2週間に1回の浴槽配管消毒日については午前11時 00分～午後1時 00分。 

(2)洗髪 全日可 

１０．利用者への配慮 
・大ホールの利用団体が多いため、日程調整を注意して行う。 

・施設の清掃を徹底する。 

１１．個人情報の保護 
・個人情報が記載されている書類を扱うことの責任について、十分に認識するとともに、適切に管理し、漏洩防止の徹底を図る。 

・役員並びに職員は業務上知り得た情報について、守秘義務を遵守するよう徹底し、退職後も同様とする。 

１２．事故防止・緊急時対応 

・利用者の利用状況を含めた施設内の状況に十分留意し、事故防止に努める。また、利用者が常に施設を安全に使用できるよう、設備等

の日常の管理及び必要な点検を行う。 

・高齢者施設であることに鑑み、入浴時はもちろんのこと、常に利用者に細心の注意を払う。 

・年1回以上、避難訓練を実施するとともに、日頃から利用者の安全に心掛ける。 

・災害や利用者の体調急変など、緊急事態が生じた場合の対応マニュアルを備え、日頃から事態発生時を想定した体制づくりを行う。 

１３．要望・苦情対応 

・利用者アンケートを年1回実施 

・利用者等から要望や苦情があった場合、軽微な事項については、管理人が即対応し、すぐには対応できない事項については、事情を説

明し、検討後の回答とさせてもらうなど、誠実な対応に努める。 

・必要に応じて、管理運営委員会を開き、話し合いのうえ迅速な解決に努める。 

・管理運営委員会では判断しかねる事項については、区健康福祉課及び関係機関等へ即時に連絡し、判断を仰いだうえで解決に努める。 

１４．経費節減 

・施設の管理運営が公費賄われていることを十分に認識し、経費の節減に努める。 

・照明及び冷暖房の節電を利用者にお願いする。 

・シャワー等の節水を利用者にお願いする。 

１５．利用料金の取り扱いに

ついて 

・「老人憩の家入浴利用料金徴収の手引き」を遵守し、適正に徴収・管理。 

・徴収した入浴利用料金については、施設の管理運営に要する経費にあて、施設に還元する。 

１６．賃金水準スライドの 

反映方法 
賃金水準スライド額を原資として一時金を支給する。 

１７．地元経済振興及び雇

用確保の取組み 

・管理人の雇用において、新潟市民を優先的に雇用する。 

・再委託及び物品調達の際、市内中小企業への発注を優先的に行う。 

１８．収支計画書 

令和７年度収支計画 

【収 入】 

  ・指定管理料      ７，５９０，０００円 

・利用料金         ２２５，０００円 

 計       ７，８１５，０００円 

【支 出】 

  ・人件費        ３，０２２，０００円 

  ・管理費        ４，７７３，０００円 

  ・事務費           ２０，０００円 

      計       ７，８１５，０００円 
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